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○早川町住宅取得補助金交付要綱 

令和5年3月20日 

告示第19号 

(目的) 

第1条　活力ある地域づくりの推進に資するため、転入者又は現に町内に住所を

有している者が町内に定住する意思を持って自ら居住するための住宅を建築

し、又は購入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で早川町補助金交

付規則(平成27年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補

助金を交付する。 

(定義) 

第2条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定める

ところによる。 

(1)　住宅　居住の用に供するために建築された一戸建ての家屋又は共同住

宅のうち専有部分及びそれに付随する部分をいう。 

(2)　新築住宅　建築工事の完了の日から起算して1年を経過していない住宅

であって、居住の用に供したことのないものをいう。 

(3)　中古住宅　建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は居

住の用に供したことのある住宅をいう。 

(4)　取得日　新築住宅又は中古住宅(以下これらを総称して「取得住宅」と

いう。)を自己の所有として登記簿に登録する原因となった日をいう。 

(補助金の交付対象者) 

第3条　補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

(1)　町内に住所を有する者又は住所を有する予定の者で、申請日において18

歳以上40歳未満の者又は40歳以上の者で、同じ世帯に40歳未満の配偶者が

いる者 

(2)　取得住宅の取得日が令和5年4月1日以後である者 
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(3)　取得住宅の共有持分を2分の1以上有する者 

(4)　町税等(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税及び

国民健康保険料をいう。)を滞納していない者 

(5)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

第2条第6号に規定する暴力団員でない者 

2　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象

者としない。 

(1)　取得住宅を国、県又は市等の制度による他の補助金、移転補償、損害賠

償等を受けて取得した場合 

(2)　取得住宅を補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)

又はその同一世帯の者の3親等以内の親族から取得した場合 

(3)　取得住宅の共有持分が各々2分の1である者で、他の一方の者がこの告示

による補助金の交付の申請を行っている場合 

(4)　申請者の同一世帯の者が前項第4号及び第5号の規定に該当しない場合 

(補助金の交付対象経費) 

第4条　補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次

に掲げる経費とする。 

(1)　新築住宅の建設又は購入に要する経費(当該新築住宅の敷地の購入費を

除き、1,000万円以上のものに限る。) 

(2)　中古住宅の購入に要する経費(当該中古住宅の敷地の購入費を含み、100

万円以上のものに限る。) 

(補助金の額) 

第5条　補助金の額は、別表第1のとおりとする。 

(提出書類及び提出期日) 

第6条　規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2

のとおりとする。 

(補助金の返還) 
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第7条　町長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付を受けた日から起算し

て5年以内に補助金の対象となった住宅から転居し、又は当該住宅を売却若し

くは譲渡したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるこ

とができる。 

(申請の取下期日) 

第8条　申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受理した日から起算し

て20日以内とする。 

(報告の徴収等) 

第9条　町長は、補助金の交付事務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があ

ると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、随時報告を求め、又は

現地調査等を行うことができるものとする。 

(その他) 

第10条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附　則 

(施行期日) 

この告示は、令和5年4月1日から施行する。 

別表第1(第5条関係) 
 

補助金の区分 交付要件 補助金の額
 

基本額 町内に住所を有する者又は住所を有

する予定の者で、住宅取得補助金交付

申請書(以下この表において「申請書」

という。)を提出した日において、申

請者又は同じ世帯に配偶者がいる場

合は、いずれか40歳未満である場合

新築住宅 100万円
 

中古住宅 25万円

 
配偶者加算 同じ世帯に配偶者がいる場合 新築住宅 100万円

 
中古住宅 25万円

 
子育て支援加 申請書を提出した日において申請者 被扶養者又は出生予定
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別表第2(第6条関係) 

 
算 と同一世帯の者に18歳以下の者(以下

この表において「被扶養者」という。)

又は出生予定の者(母子健康手帳で確

認できる場合に限る。)がいる場合

の者1人につき10万円

 
条項 提出書類 添付書類

 
提出期日

 
規則第4条の

規定による書

類

住宅取得補助金

交付申請書(様

式第1号)

(1)　誓約書(様式第2号) 

(2)　工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(3)　住民票謄本(続柄が記載されたもの) 

(4)　母子健康手帳の写し(出生予定の者がいる

場合) 

(5)　世帯全員の前年度の町税等の納税証明書 

(6)　工事着工前の現地写真(新築の場合に限

る。) 

(7)　その他町長が必要と認める書類

 
新築住宅：工事

着工前 

中古住宅：取得

日前

 
規則第6条第1

項第1号、第2

号及び第3号

の規定による

書類

移住者住宅取得

補助金変更(中

止、廃止)承認申

請書(様式第3

号)

変更等の内容がわかる書類の写し

 
変更の必要が生

じたときから速

やかに
 

規則第12条の

規定による書

類

住宅取得補助金

請求書(様式第4

号)

(1)　領収書又は振込受付書等の写し 

(2)　取得住宅及び敷地の登記事項証明書 

(3)　敷地の使用貸借等の契約書の写し(敷地の
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取得日以後速や

かに

所有者が申請者と同居しない者である場合に

限る。) 

(4)　完成後の全景写真 

(5)　取得住宅に転居した後の住民票謄本(続柄

の記載されたもの)


